
令和６年２月更新

Q A

1 アンケートが届いたのですが、これは強制ですか
任意のアンケートになりますので、強制ではありません。　御

協力いただけるようでしたら、御回答をお願いします。

2 対象者はどうやって選んでいるのですか
令和７年１月１日現在、鎌倉市在住の18歳以上の市民の

方を無作為で抽出しています。

3 何のためのアンケートですか
第３次鎌倉市総合計画第４期基本計画の進捗を確認する

ためのアンケートになります。

4
アンケートが届いたのですが、本人の回答が難しい場合

は、どうしたらいいですか

アンケート対象者御本人の回答が難しい場合は、御本人

から聞き取りをしていただき、代理で回答していただくこと
も可能です。

5 紙で回答する必要がありますか

電子申請のe-kangawaからも回答可能です。

通知に掲載しているQRコードからアクセスしていただけま
す。電子で回答していただいた場合は紙での回答は不要
です。

6 紙と電子と両方回答するのですか 回答は紙または電子のどちらかひとつでお願いします。

7 アンケート結果は、確認できますか
アンケート結果を集計後、市ホームページにて公開します。

（４月以降になる予定です）

市民意識調査 よくある質問


